
事前開示事項 
 

2026年 1月 30日 

愛知県小牧市大字大草字年上坂 5823番地 

santec Holdings株式会社 

代表取締役 鄭  元鎬 

 

 

当社は、Aqumen Capital株式会社（以下「承継会社」といいます。）との間で、2026年 1

月 30付にて締結した吸収分割契約書に基づき、2026年 4月 1日を効力発生日として、当社

の資産管理事業の一部を承継会社へ承継させる吸収分割（以下「本件分割」といいます。）

を行うことといたしました。 

会社法第 782 条及び会社法施行規則第 183 条に基づき、以下の各号に定める事項につき

開示いたします。 

なお、本書面の備置期間は、吸収分割契約等備置開始日より効力発生日後６ヶ月を経過す

る日まで（2026年 1月 30日より 2026年 10月１日まで）とします。 

  



１. 吸収分割契約の内容 

別紙１のとおりです。 

 

２．会社法第 758条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

   当社は承継会社の完全親会社にあるため、承継会社は当社に対して一切の対価を交

付しません。  

 

３．会社法第 758条第８号に掲げる事項の定めの有無 

会社法第 758条第８号に掲げる事項の定めはありません。 

 

４．会社法第 758条第５号及び第６号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項 

会社法第 758条第５号及び第６号に掲げる事項の定めはありません。 

 

５．吸収分割承継会社についての次に掲げる事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

６．吸収分割会社についての次に掲げる事項 

吸収分割会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

７．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社

の債務（吸収分割会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）

の履行の見込みに関する事項 

当社及び承継会社は、本件分割後においても、各々が負担すべき債務について、そ

の履行の見込みがあるものと判断しております。 



別紙１ 吸収分割契約の内容 

 

（次頁以降のとおり） 

 













別紙２ 最終事業年度に係る計算書類等の内容（最終事業年度がない場合にあっては成立

の日における貸借対照表）の内容 

 

成立の日における貸借対照表は、以下のとおりです。 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 12,500 流動負債 0 

現金及び預金 12,500 純資産の部 

固定資産 0 資本金 10,000 

  資本準備金 2,500 

資産合計 12,500 負債・純資産合計 12,500 
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